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“残留農薬”
が気になります
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農薬の役割

● 病害虫の被害から保護

● 雑草の防除

● 作物の成長を調整

品質のよい農産物を
効率よく安定して生産し、
なるべくコストを抑えて、
市場に供給するために使用



食品中に残留する農薬への対策
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残留基準の設定 残留農薬の
検査等の実施

厚生労働省では、
科学的評価に基づ
き、健康への悪影
響がないよう残留
基準を設定します。

検疫所や都道府県
等では、食品中の
残留農薬が基準に
適合しているかを
確認します。

食品を通じた
農薬摂取量の調査

厚生労働省では、
日常の食事を通じ
た農薬摂取量の調
査を行い、健康に
悪影響を生じない
レベルか確認して
います。 基準を超える食品の販売等は

食品衛生法により禁止されています



横浜市保健所における残留農薬への対策

毎年度、監視指導計画を定め、市内を流通している
農産物を対象に残留農薬の検査を実施しています。

生産者 販売店

抜き取り 搬入

検査結果
通知

成績書
交付

卸売
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横浜市保健所 横浜市検査機関



過去５年間で997検体について残留農薬の検査を行い、
６件の違反がありました。
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検査実施数 違反件数

平成30年度 240 検体 ０ 件

令和元年度 248 検体 ２ 件

令和２年度 153 検体 １ 件

令和３年度 155 検体 １ 件

令和４年度 201 検体 ２ 件

〈残留農薬の検査〉

横浜市保健所における残留農薬への対策

横浜市内産の
農産物を中心に、
残留農薬検査を
実施しました
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市内流通農産物の食品衛生法違反事例（平成30～令和４年度）

年度 食品 違反内容

R1 根生姜（中国産） クロチアニジン 基準値超過

R1 パセリ ボスカリド 基準値（一律基準）超過

R2 小松菜 トルフェンピラド 基準値（一律基準）超過

R3 きゅうり アセフェート及びメタミドホス 基準値超過

R4 小松菜 シメコナゾール 基準値（一律基準）超過

R4 小松菜 テブコナゾール 基準値（一律基準）超過
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横浜市保健所における残留農薬への対策

農薬の残留基準を超える食品を発見した場合の対応

● 販売者に対し、基準を超える
食品の販売等を禁止し、迅速
な回収の指導等を行います。

● 市内産農産物である場合、農
薬取締法を所管する関係機関
と連携し、生産者に対する原
因究明及び再発防止の指導を
行います。

〈食品等のリコール情報〉
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横浜市保健所における残留農薬への対策

農薬の残留基準を超える食品を発見した場合の対応

飛散した農薬

作物Aの圃場 作物Bの圃場

風

農薬

〈圃場における農薬飛散（ドリフト）のイメージ〉
● 販売者に対し、基準を超える

食品の販売等を禁止し、迅速
な回収の指導等を行います。

● 市内産農産物である場合、農
薬取締法を所管する関係機関
と連携し、生産者に対する原
因究明及び再発防止の指導を
行います。
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まとめ

● 農薬の残留基準は、健康への悪影響がないよう、科学的
根拠に基づき、厚生労働省が設定しています。

● 横浜市保健所では、市内を流通する農産物を対象に残留
農薬の検査を実施し安全性を確認しています。

● 農薬の残留基準を超えた農作物は、
違反食品として、販売等の禁止、
回収等の措置を行い、関係機関と
連携し、生産者への再発防止等の
指導を行っています。
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